
㊨ 基 安 化 発 第 0221001号

平 成 19年 2月 21日

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長

(公 印 省 略)

都道府県労働局長 殿

鉄道事業者における石綿含有製品の使用に係る実態調査について

労働安全衛生法施行令等の一部が改正され､平成18年9月1日から､石綿をその重量の0.1%を超え

て含有する製剤その他の物 (以下 ｢石綿等｣という｡)の製造､輸入､譲渡､提供又は使用 (以下 ｢製

造等｣という｡)が禁止されたところであり､その周知及び指導に係る留意点については､平成18

年9月1日付け基監発第0901002号 ･基安労発第0901001号 ･基安化発第0901001号 ｢労働安全衛生法施

行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知及び指導に係る留

意点について｣により､製造等が禁止されることについては幅広く対象をとらえて周知するよう指

示しているところです｡

しかしなが ら､本年2月19日､西日本旅客鉄道株式会社が昨年9月1日以降に法令で禁止されてい

る石綿を含有するパッキン等を新たに鉄道車両に使用したことが明らかになったところです｡

ついては､石綿等の製造等の禁止の徹底及び同様の事案が他の鉄道事業者において存在しないか

の確認を行うため､下記により､貴局管内の鉄道事業者に対して､石綿含有製品の使用に係る実態

把握を行うよう要請し､その結果について貴職にて取りまとめの上､本省あて報告願います｡

記

1 対象について

対象とする鉄道事業者は､別添1に掲げるものとし､その他各局で把握 しているものがある場

合は対象に含めて差し支えないこと｡

2 実態調査の実施について

日) 今回の実態調査は本社を通 じて各事業場における石綿含有製品の使用 に係る実態を把握す

るものであることから､その要請は､本社を所轄する局から本社に対 してのみ実施すること｡

(2) 鉄道事業者に対する要請は､別添2を参考にして行うこと｡

3 本省への報告について

(1) 各鉄道事業者から報告のあった様式について､平成19年3月9日までに本省化学物質対策課あ

て報告すること｡

(2) ただし､石綿含有製品を使用している事業者が判明した場合は､直ちに本省化学物質対策課

あて一報を入れること｡



















(別添2)
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日 付

都道府県労働局長

管内鉄道事業者代表 あて

石綿含有製品の使用に係る実態調査について (要請)

石綿含有製品については､労働安全衛生法施行令の改正により､平成 18年9月 1日か

ら､重量の0.1%を超えて石綿を含有するものの製造､輸入､譲渡､提供､又は使用が

禁止されたところです｡

しかしながら､本年2月 19日､西日本旅客鉄道株式会社が法令で禁止されている石綿

を含有するパッキン等を昨年9月1日以降に新たに鉄道車両に使用したことが明らかにな

ったところであり､00労働局としては､今後このようなことが起こらないよう､万全の

対策を講じる必要があると考えております｡

つきましては､貴社におかれては､鉄道車両､鉄道設備 (電気関係)等の部品について､

貴社内の各事業場を含め､別紙の様式により､石綿の含有の有無を調査の上､その結果を

平成 18年3月6日までに本職あてご報告していただきますようお願いいたします｡

なお､様式 ｢石綿含有製品の'使用に係る実態調査について｣の ｢間2｣で ｢3.調査中｣

とした場合には､調査終了後､｢間2｣について ｢1.有｣又は ｢2.無｣を選択の上､

改めて同様式により報告をお願いたします｡




